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令 和 ３ 年 度 

津 山 市 農 業 委 員 会 

（ ７ 月 定 例 会 議 事 録 ） 

 

 

令和３年７月１２日（月）１４時００分～ 

津山市役所 本庁舎２階 202会議室 
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議     事 

 

議案第 ２６号 農地法第３条の規定による許可申請承認について（委員会処分） 

 

議案第 ２７号 農地法第４条の規定による許可申請承認について（市長処分） 

 

議案第 ２８号 農地法第５条の規定による許可申請承認について（市長処分） 

 

議案第 ２９号 非農地証明願承認について 

 

議案第 ３０号 耕作放棄地に係る農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの 

判断について 

 

議案第 ３１号 農用地利用集積計画の承認について 

 

議案第 ３２号 農用地利用集積計画の承認について(農地中間管理権の取得) 

 

報告第  ８号 農地法第３条の３第１項の規定による届出書の受理について 

 

報告第  ９号 農地転用届出書の受理について 

 

議案第 ３３号 津山市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱の承認について 

 

その他 

 

 

 

議 事 録 

 

別 紙 の 通 り  
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（１４：００～） 

事 務 局 長 定刻が参りましたので、令和３年７月の津山市農業委員会定例会を始めます。 

本日は、委員１９名中、１７名のご出席を頂いており、全委員の過半数を超えて

おりますので、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により本会は成立

いたします。なお、３番池田委員、１０番寺元委員から欠席の連絡を頂いておりま

す。 

それでは、津山市農業委員会総会会議規則第６条の規定により、以降の議事進行

は、長森会長にお願いいたします。 

長 森 会 長 みなさま、足下の悪い中、大変ご苦労様でございます。鬱陶しい梅雨が続いてお

りますが、予報によると今週からお天気マークがつき始めて梅雨明けが近づいてお

るようです。ですが、まだ雨が続きますので、体調管理には十分気をつけていただ

ければと思います。また、事務局から説明があると思いますが２区の推進委員さん

の後任について、１名の応募があったと聞いております。後ほど詳しい説明がある

と思います。 

それから、私事ではございますが、つたない会長と致しましてなんとか一年間や

ってまいりました。これもひとえに委員の皆様のご指導並びにご協力の賜と感じて

おります。この場を借りてお礼申し上げます。後２年間ございますので今後ともよ

ろしくお願いします。それでは先程行われました運営委員会の報告を太田運営員委

員長さんよろしくお願いします。 

太 田 委 員 先ほど開催されました第４回運営委員会について、私から報告します。本日の定

例会についてなど、事務局から相談、報告等を受けております。個々の案件につき

ましては、その都度、事務局から説明があると思いますので、よろしくお願いしま

す。以上、運営委員会の報告とさせていただきます。 

長 森 会 長 ありがとうございました。続きまして議事録署名人を指名させていただきます。

１２番大﨏委員、１３番吉野委員、お願いします。 

それでは、議案第２６号農地法第３条の規定による許可申請承認について上程い

たします。事務局説明お願いします。 

事 務 局 （ 津 山 ） それでは、議案第２６号の説明をいたします。今回、津山地区から５件、加茂地

区から３件、勝北地区から２件、久米地区から１件、合計１１件の申請です。議案

書のページで申しますと、１ページから６ページです。それでは、議案書をもとに

説明します。 

１－１についてですが、志戸部の７６歳の男性から、沼の４８歳農業を営む男性

への、増反による所有権移転です。 

続きまして、１－２についてですが、１－２と１－５は譲受人が同一のため、一

括して説明します。東新町の５０歳の女性及び二宮の５２歳の男性から、岡山市南

区飽浦に本店を置く、有限会社への、増反による所有権移転です。譲受人の住所は

岡山市ですが、農業拠点が久米南町にあり、申請地までの通作距離は概ね２８㎞と

問題はありません。また、経営農地欄が空欄となっておりますが、取得後の面積が

３０ａを超えるため、耕作面積証明の添付は求めていません。久米南町にて耕作を

行っている申出を受けており、久米南町農業委員会に問い合わせたところ、耕作放

棄地等もなく、農地所有適格法人である旨の回答を得ています。 

続きまして、１－３についてですが、高野山西の８２歳の男性から、同じく高野

山西の５０歳農業を営む女性への、親子間贈与による所有権移転です。 

続きまして、１－４についてですが、東田辺の６３歳の男性から、岡山市中区乙

多見の６１歳農業を営む男性への、贈与による所有権移転です。譲受人の住所は岡

山市ですが、農業拠点が東田辺にあり、申請地までの通作距離は概ね 0.1 キロと問

題はありません。 

以上、津山地区の申請５件は全て、農地法第３条第２項各号の「許可をすること

が出来ない事項」には該当していないため、許可要件は全て満たしていると考えら

れます。なお、詳細は別紙調査書のとおりです。 
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津山地区分の説明は以上です。 

事 務 局 （ 加 茂 ） 続きまして、加茂地区の説明をいたします。 

２－１についてですが、奈良県香芝市の７１歳の女性から、加茂町公郷の６６歳

会社役員の男性への、増反による所有権移転です。 

２－２についてですが、加茂町下津川の８５歳の男性から、同じく加茂町下津川

の６０歳農業を営む男性への、親子間贈与による所有権移転です。 

２－３についてですが、堀坂の７９歳の女性から、加茂町公郷の３１歳農業を営

む女性への、新規就農による所有権移転です。営農計画書と計画どおり営農に取り

組む旨の誓約書の添付をうけております。また、譲受人に対し、地元委員より面談

を行っており、問題ない旨のご意見をいただいております。 

以上、加茂地区の申請３件は全て、農地法第３条第２項各号の「許可をすること

が出来ない事項」には該当していないため、許可要件は全て満たしていると考えら

れます。なお、詳細は別紙調査書のとおりです。 

加茂地区分の説明は以上です。 

事 務 局 （ 勝 北 ） 続きまして、勝北地区の説明をいたします。 

 ４－１についてですが、津山口の５８歳の女性から、大吉の６０歳団体職員の男

性への増反による所有権移転です。 

続きまして、４－２についてですが、鹿児島県鹿屋市の７７歳の女性から、安井

の３９歳無職の男性への新規就農による所有権移転です。現在、高知県から空き家

を取得し移住しており、空き家に付随した農地として、下限面積引き下げ分になり

ます。申請地までの通作距離はほとんどなく、問題はありません。営農計画書と、

計画どおり営農に取り組む旨の誓約書の添付を受けております。また、譲受人に対

し、地元委員との面談を行っており、問題ない旨のご意見をいただいております。 

以上、勝北地区の申請２件は、農地法第３条第２項各号の「許可をすることが出

来ない事項」には該当していないため、許可要件は全て満たしていると考えられま

す。なお、詳細は別紙調査書のとおりです。 

 勝北地区の説明は以上です。 

事 務 局 （ 久 米 ） 続きまして、久米地区分の説明をいたします。 

５－１についててですが、大阪府堺市の７１歳の男性から、総社市福井の５０歳

自営業の男性への、新規就農による所有権移転です。譲受人の住所は総社市です

が、申請地近くの空き家を取得し、今後の状況を鑑みながら、まもなく移住してこ

られる予定であり、空き家に付随した農地として、下限面積引き下げ分になりま

す。申請地までの通作距離はほとんどなく、問題はありません。営農計画書と計画

どおり営農に取り組む旨の誓約書の添付をうけております。また、譲受人に対し、

地元委員より面談を行っており、問題ない旨のご意見をいただいております。 

久米地区の申請１件は、農地法第３条第２項各号の「許可をすることが出来ない

事項」には該当していないため、許可要件は全て満たしていると考えられます。な

お 詳細は別紙調査書のとおりです。 

議案第２６号の説明は以上です。 

長 森 会 長 はい、ありがとうございました。それでは担当委員から意見お願いします。 

大 山 委 員  １区大山です。１－１について説明します。受人は推進委員もしておりまして、

酪農経営ということで面積もかなり大規模になっております。２区の推進委員さん

に聞いたところ問題ないとのご意見でしたので、１区としても問題ありません。 

小 島 委 員  ７番小島です。１－２ですが、一昨年、去年と久米南町の耕作されているところ

を見に行きました。荒れているところもよく耕作されており、問題ないと思います

ので、よろしくお願いします。 

 それから、１－３についてですが、親子間ですし、一生懸命されている方なので

よろしくお願いします。 

仁 木 委 員  ５番仁木です。１－４ですが、渡人と受人は隣同士と言っていい程の位置関係で

ありまして、受人はお父さんが亡くなられた後、毎週本家に帰られていて農地の管
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理や野菜作りを一生懸命されていますので、問題ありません。よろしくお願いしま

す。 

長 森 会 長  １番長森です。１－５上横野ですが、先程１－２小島委員さんが言われましたの

と同じ受人でありまして、問題ないと思います。お願いします。 

山 下 委 員 １９番山下です。２－１ですが、別段問題ありませんので、よろしくお願いしま

す。 

竹 内 委 員 １７番竹内です。２－２ですが、親子関係で現在も一緒に百姓されているという

状況です。 

それから、２－３ですがやる気満々で、軽トラやトラクター、耕運機などを購入

されており、現に作物を作っておられます。よろしくお願いします。 

堀 江 委 員  ４番堀江です。４－１ですが団体職員の方が定年を迎えるということで増反をす

るということなのでよろしくお願いします。 

岡 田 委 員  １１番岡田です。４－２、受人さんに面接させていただきました。高知からイン

ターネットで調べて津山が良かったそうです。元消防士で体格も良く徐々に田んぼ

を増やしていきたいそうです。応援したいと思いますのでよろしくお願いします。 

植 本 委 員  １６番植本です。５－１につきまして事務局の説明のとおりで、推進委員さんと

面談も致しました。問題ないと思います。よろしくお願いします。 

長 森 会 長 はい、ありがとうございました。只今、事務局の説明並びに担当委員からの意見

がありましたが、本案について皆さんご質問等ありますか。 

＊ ありません。 

長 森 会 長 ないようでしたら採決に移りたいと思います。本案に対しまして賛成の方は挙手

をお願いします。 

＊ ≪ 多数、挙手 ≫ 

長 森 会 長 はい。賛成多数ということで、原案通り承認いたします。 

続きまして、事務局、議案第２７号農地法第４条の規定による許可申請承認につ

いて説明お願いします。 

事 務 局 ( 津 山 ) それでは、議案第２７号の説明をいたします。今回、津山地区から２件、勝北地

区から１件、合計３件の申請です。議案書のページは７ページです。それでは、議

案書をもとに説明します。 

１－１番・草加部の田、392㎡の件についてです。農地区分は、農振除外された土

地であり、土地改良事業の受益地であることから、第１種と判断しています。転用

目的は施設の拡張で、施設の概要は、露天の車両置場です。転用事業者は、加茂町

成安にお住まいの４８歳自営業の男性です。転用事業者は、申請地の隣接地で平成

１９年から自動車整備業を営んでおりますが、近年顧客が増え、業績が堅調に推移

し、既存の車両置場では手狭となっていることから、申請地を車両置場として整備

するため転用するものです。転用にあたり、境界部分については、北側に擁壁、西

側、南側に法面を設け、雨水排水については、既存水路へ排水するなど、土砂流出

等周囲への悪影響を未然に防止する計画となっています。草加部町内会から差し支

えない旨の承諾書の提出を受けております。第１種農地の転用は原則不許可です

が、例外許可規定「既存施設の拡張」に該当しており、転用目的は農地区分からみ

て問題ないものと考えます。 

続きまして、１－２番・東一宮の畑、427㎡の件についてです。農地区分は、おお

むね１０へクタール以上の規模の一団の農地の区域内にあることから、第１種と判

断しています。転用目的は施設の拡張で、施設の概要は、露天駐車場です。転用事

業者は、下横野にお住まいの６５歳酪農業の男性です。隣接する食品加工工場から

の申出を受け、隣接する申請地を露天駐車場として整備し貸し付けるため転用する

ものです。転用にあたり、境界部分については、隣接地と同じ高さに造成し、周囲

の法面は現状を維持し、雨水排水については、自然浸透で対処するなど、土砂流出

等周囲への悪影響を未然に防止する計画となっています。昭和池土地改良区から差

し支えない旨の意見書の提出を受けております。第１種農地の転用は原則不許可で
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すが、例外許可規定「既存施設の拡張」に該当しており、転用目的は農地区分から

みて問題ないものと考えます。 

津山地区分の説明は以上です。 

事 務 局 （ 勝 北 ）） 続きまして、勝北地区の説明をいたします。 

４－１番・新野東の畑、328 ㎡の件についてです。農地区分は、第１種、第３種に

該当しないため、第２種と判断しています。転用目的は、貸露天駐車場です。転用

事業者は、坂上にお住まいの６０歳自営業の男性です。申請地西側で息子が自営業

で車両の板金塗装や整備業を営んでおりますが、事業も順調で手狭となり、来客者

駐車場の確保も必要なことから、申請地を駐車場として整備し、貸し出すため転用

するものです。転用にあたり、境界部分については、北側と東側にＬ字構を入れ、

南側はコンクリート擁壁があり、西側は宅地部分と同じ高さにして進入路とし、雨

水排水については砕石を敷き自然浸透させるなど、土砂流出等周囲への悪影響を未

然に防止する計画となっています。工門町内会から差し支えない旨の承諾書の提出

を受けております。他に代替地もないとのことから、転用目的は農地区分から見て

問題ないものと考えます。 

議案第２７号の説明は以上です。 

長 森 会 長 はい、ありがとうございました。続きまして担当委員からご意見お願いします。 

小 島 委 員 ７番小島です。問題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

仁 木 委 員  ５番仁木です。１－２につきまして、申請人は酪農家ということです。農地は第

１種ですが、曲がりくねった水路の向こうにある構造改善されていない土地であ

り、貸し付けるのが食肉業者ということで畜産振興の理にかなっているのかなと思

っています。よろしくお願いします。 

尾 島 委 員 ６番尾島です。４－１について説明します。親子間の貸し借りのようでございま

す。お父さんが子どもに貸すために転用されるということで問題ないと思います。

よろしくお願いします。 

長 森 会 長 ありがとうございました。只今、事務局の説明並びに地区担当委員の意見があり

ました。何か皆さんご質問等、ありませんか。 

＊ ありません。 

長 森 会 長 はい、ないようでしたので採決に移ります。本案について賛成の方、挙手お願い

します。 

＊ ≪ 多数、挙手 ≫ 

長 森 会 長 はい、賛成多数という事で原案通り承認します。 

続きまして議案第２８号農地法第５条の規定による許可申請承認について上程い

たします。事務局、説明をお願いします。 

事 務 局 それでは、議案第２８号の説明をいたします。今回、津山地区から所有権移転７

件、使用貸借権設定１件、勝北地区から所有権移転１件、久米地区から所有権移転

１件の合計１０件の申請です。議案書のページは、８ページから１０ページです。

それでは、議案書をもとに説明します。 

１－１番・小田中の畑、467㎡、使用貸借権設定の件についてです。農地区分は、

都市計画用途地域内であり、第３種と判断しています。転用目的は、一般住宅用地

で、施設の概要は、木造２階建て全高8.1ｍ程度の居宅１棟及び全高2.1ｍ程度のカ

ーポート１棟で、建ぺい率は２２％です。転用事業者は、大谷にお住いの共に３４

歳会社員のご夫婦です。現在、アパートにて生活していますが、子どもの成長に伴

い手狭となったことから、将来のことを考え、夫の父から申請地を借り受け、居宅

を建築するため転用するものです。転用にあたり、境界部分については、東側、北

側に擁壁を設置し、雨水排水については、既存排水路に接続し、生活雑排水につい

ては、公共下水道に接続するなど、土砂流出等周囲への悪影響を未然に防止する計

画となっています。田中町内会から差し支えない旨の承諾書の提出を受けておりま

す。第３種農地であり、転用目的は農地区分から見て問題ないものと考えます。 

続きまして、１－２番・志戸部の田、489㎡、所有権移転の件についてです。農地
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区分は、第１種、第３種に該当しないため、第２種と判断しています。転用目的

は、特定建築条件付売買予定地の建売住宅用地で、施設の概要は、木造平屋建て全

高6.1ｍ程度の建売住宅２棟で建ぺい率は２３％です。転用事業者は、小田中に本店

を置く資本金の額2,000万円の株式会社で、主な事業は宅建業です。転用にあたり、

境界部分については、コンクリート擁壁と側溝を設け、雨水排水については、既設

排水路に接続し、生活雑排水は合併処理槽にて処理するなど、土砂流出等周囲への

悪影響を未然に防止する計画となっています。志戸部農家組合から差し支えない旨

の承諾書の提出を受けております。集落に接続した位置であり、転用目的は農地区

分から見て問題ないものと考えます。 

続きまして、１－３番・大田の畑、951㎡、所有権移転の件についてです。農地区

分は、都市計画用途地域内であり、第３種と判断しています。転用目的は、分譲宅

地３区画及び道路です。申請地は都市計画の用途地域内であり、宅地の造成のみの

転用が認められている地域です。転用事業者は細工町に本店を置く資本金の額300万

円の有限会社で、主な事業は宅建業です。転用にあたり、境界部分については、コ

ンクリート擁壁を設置し、雨水排水については、既存排水路に流入させ対処するな

ど、土砂流出等周囲への悪影響を未然に防止する計画となっています。昭和池土地

改良区から差し支えない旨の意見書の提出を受けております。第３種農地であり、

転用目的は農地区分から見て問題ないものと考えます。 

続きまして、１－４番・高野山西の畑、666㎡、所有権移転の件についてです。農

地区分は、第１種、第３種に該当しないため、第２種と判断しています。転用目的

は、特定建築条件付売買予定地の建売住宅用地で、施設の概要は、木造２階建て全

高7.5ｍ～7.8ｍ程度の建売住宅４棟で建ぺい率は２９％です。転用事業者は、吹屋

町に本店を置く資本金の額300万円の有限会社で、主な事業は宅建業です。転用にあ

たり、境界部分については、コンクリート擁壁を設け、雨水排水については、側溝

を設け、既設排水路に接続し、生活雑排水は合併処理槽にて処理するなど、土砂流

出等周囲への悪影響を未然に防止する計画となっています。山西水利組合から差し

支えない旨の承諾書の提出を受けております。他に代替地もないことから、転用目

的は農地区分から見て問題ないものと考えます。 

続きまして、１－５番・高野山西の田、2,323㎡、所有権移転の件についてです。

農地区分は、第１種、第３種に該当しないため、第２種と判断しています。転用目

的は、特定建築条件付売買予定地の建売住宅用地で、施設の概要は、木造平屋建て

全高7.0ｍ～8.3ｍ程度の建売住宅７棟、道路及び法面で建ぺい率は２８％です。転

用事業者は、１－２番と同じ事業者です。転用にあたり、境界部分については、法

面及び側溝を設け、雨水排水については、既設排水路に接続し、生活雑排水は合併

処理槽にて処理するなど、土砂流出等周囲への悪影響を未然に防止する計画となっ

ています。加茂川下流開拓西部改良区から差し支えない旨の意見書の提出を受けて

おります。集落に接続した位置であり、転用目的は農地区分から見て問題ないもの

と考えます。 

続きまして、１－６番・院庄の畑、833㎡、所有権移転の件についてです。農地区

分は、第１種、第３種に該当しないため、第２種と判断しています。転用目的は、

貸露天駐車場で、施設の概要は露天駐車場及び露天資材置場です。転用事業者は、

院庄にお住いの４７歳会社役員の男性です。転用事業者は、申請地の隣接地で管工

事業を営んでおりますが、近年業績が堅調に推移し、既存の駐車場用地や資材置場

では手狭となっていることから、申請地を譲り受け、露天駐車場として整備し、会

社に貸し付けるため転用するものです。転用にあたり、境界部分については、表土

をすき取り、砕石敷きを行いますが、既存の擁壁があり、雨水排水については、自

然浸透及び既存水路へ流入させて対処するなど、土砂流出等周囲への悪影響を未然

に防止する計画となっています。吉井川井堰土地改良区から、差し支えない旨の承

諾書の提出を受けております。他に代替地もないことから、転用目的は農地区分か

ら見て問題ないものと考えます。 
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続きまして、１－７番・日上の畑、41㎡、所有権移転の件についてです。農地区

分は、第１種、第３種に該当しないため、第２種と判断しています。転用目的は、

露天駐車場です。転用事業者は、岡山市に本店を置く資本金の額2,000万円の株式会

社で、主な事業は電気工事業です。申請地の近隣に津山支店を設け、業務を行って

おりますが、支店の敷地及び隣接で借り受けている駐車場だけでは、保有車両及び

従業員通勤車両が収まらなくなっていることから、申請地を譲り受け、露天駐車場

を整備するため転用するものです。転用にあたり、境界部分については、盛土は行

わず、隣地と同じ高さまで造成し、雨水排水については、自然浸透で対処するな

ど、土砂流出等周囲への悪影響を未然に防止する計画となっています。日上町内会

から、差し支えない旨の承諾書の提出を受けております。他に代替地もないことか

ら、転用目的は農地区分から見て問題ないものと考えます。 

続きまして、１－８番・東一宮の田、418㎡、所有権移転の件についてです。農地

区分は、都市計画用途地域内であり、第３種と判断しています。転用目的は、分譲

宅地１区画です。申請地は都市計画の用途地域内であり、宅地の造成のみの転用が

認められている地域です。転用事業者は上河原に本店を置く資本金の額1,000万円の

株式会社で、主な事業は宅建業です。転用にあたり、境界部分については、北側、

南側に既設擁壁があり、西側に新設擁壁を設置し、雨水排水については、溜桝を設

け、既存の道路側溝に流入させるなど、土砂流出等周囲への悪影響を未然に防止す

る計画となっています。昭和池土地改良区から差し支えない旨の意見書の提出を受

けております。第３種農地であり、転用目的は農地区分から見て問題ないものと考

えます。 

津山地区の説明は以上です。 

事務局（勝北） 続きまして、勝北地区の説明をいたします。 

４－１番・原の畑、258 ㎡、所有権移転の件についてです。農地区分は、おおむね

１０へクタール以上の規模の一団の農地の区域内にあることから、第１種と判断し

ています。転用目的は一般住宅で、施設の概要は、木造２階建て全高 7.4ｍ程度の居

宅１棟で、建ぺい率は３４％です。転用事業者は、東一宮にお住まいのいずれも３

８歳会社員のご夫婦です。現在、アパートで生活していますが、子供の成長に伴い

手狭となり、将来のために申請地を購入し住宅を建築するため転用するものです。

転用にあたり、境界部分については、北側に擁壁を設置し、雨水排水は既存排水路

に接続させ、生活雑排水は公共下水道に接続するなど、周囲への悪影響を未然に防

止する計画となっています。原町内会からから差し支えない旨の承諾書の提出を受

けております。第１種農地の転用は原則不許可ですが、例外許可規定「集落に接続

して設置される住宅」に該当しており、転用目的は農地区分からみて問題ないもの

と考えます。 

勝北地区の説明は以上です。 

事 務 局 （ 久 米 ） 続きまして、久米地区分の説明をいたします。 

５－１番・油木北の田、424 ㎡、所有権移転の件についてです。農地区分は、第１

種、第３種に該当しないため、第２種と判断しています。転用目的は一般住宅用地

で、施設の概要は、木造平家建て全高 4.2ｍ程度の居宅１棟及び全高 3.0ｍ程度のガ

レージ１棟で、建ぺい率は２７％です。転用事業者は、上河原にお住いの２９歳教

員の男性です。現在、アパートにて生活していますが、手狭となったことから、将

来母親の実家の跡取りとして実家を管理していくために、母親の実家に近い申請地

を母親から譲り受け、居宅を建築するため転用するものです。転用にあたり、境界

部分については、盛り土で土止めをし、雨水排水については敷地内周に排水路を設

け既存排水路に接続し、生活雑排水は合併処理槽にて処理するなど、土砂流出等周

囲への悪影響を未然に防止する計画となっています。油木下町内会から差し支えな

い旨の承諾書の提出を受けております。他に代替地もないことから、転用目的は農

地区分から見て問題ないものと考えます。 

議案第２８号の説明は以上です。 
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長 森 会 長 ありがとうございました。続きまして地区担当委員のご意見をお願いします。 

大 山 委 員 １区大山です。１－１、１－２、１－３について説明します。３件とも許可要件

は全てクリアできているので問題ないと考えております。以上です。 

小 島 委 員 ７番小島です。１－４と１－５、行ってまいりましたが、問題ないと思いますの

でよろしくお願いします。 

長 森 会 長  １－６ですが事務局の説明通りです。池田委員より特に問題ないと報告を受けて

おります。よろしくお願いします。 

坂 本 委 員 ８番坂本です。１－７ですが駐車場ということで先程の説明のとおりです。問題

ありませんのでよろしくお願いします。 

仁 木 委 員 ５番仁木です。１－８につきまして、第３種農地でありますし、住宅の中という

ことで問題ありません。よろしくお願いします。 

岡 田 委 員 １１番岡田です。４－１について事務局が説明した通り問題ないと思います。よ

ろしくお願いします。 

太 田 委 員  １８番太田です。600 ㎡程の田んぼを分筆しての申請になっております。事務局の

説明通りでお母さんの妹さんが隣におられて、老後の介護をするという意味もある

ということを聞いています。問題はないのでよろしくお願いします。 

長 森 会 長 はい、ありがとうございました。事務局の説明並びに地区担当委員のご意見はお

聞きの通りでございます。本案につきまして何か皆さんご質問等、ありませんか。 

＊ ありません。 

長 森 会 長 ないようでしたら採決に移りたいと思います。本案に賛成の方は挙手をお願いし

ます。 

＊ ≪ 多数、挙手 ≫ 

長 森 会 長 はい、挙手多数という事でございます。よって本案は原案通り承認といたしま

す。ありがとうございました。 

続いて議案第２９号非農地証明願承認ついて上程いたします。筆頭者の方は説明

お願いします。 

仁 木 委 員 ５番仁木です。１－１、一宮の雑種地となっておりますが、平成１５年頃から駐

車場として使っていたようです。よろしくお願いします。 

長 森 会 長 １番長森です。１－２、上横野の件ですが、先代が平成３年頃農業用倉庫を建て

られたということでやむを得ないと思いますので、よろしくお願いします。 

堀 江 委 員 ４番堀江です。４－１ですが、現在墓地管理地になっておりますのでよろしくお

願いします。 

岡 田 委 員 １１番岡田です。４－２、昭和５３年頃に家を建てた時に離れを畑に建ててしま

ったところが問題になっております。よろしくお願いします。 

４－３、平成６年頃、父親が農業倉庫として使っていたのですが、現在は亡くな

られて若い方が駐車場として使っております。現地に行って確認してまいりまし

た。よろしくお願いします。 

長 森 会 長 はい、ありがとうございました。筆頭者の皆様のご意見はお聞きの通りですが、

何かご意見ございますか。 

＊ ありません。 

長 森 会 長 ないようなので採決を取りたいと思います。本案に承認される方は挙手お願いし

ます。 

＊ ≪ 多数、挙手 ≫ 

長 森 会 長 賛成手多数ということで本案は原案通り承認されました。続きまして、議案第３

０号耕作放棄地に係る農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断につ

いて上程いたします。筆頭者の方、説明お願いします。 

大 山 委 員 １区大山です。１－１について説明します。これは林田と野介代の境のようなと

ころで、山の中ということで４輪駆動でもいけないような状態ですので、仕方ない

と考えております。 

髙 山 委 員 １４番髙山です。１－２について説明します。大雨の際に加茂川が氾濫しまし
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て、申請地への進入路が完全に消失してしまい、現状に至ったもので、完全に原野

化していますのでよろしくお願いします。 

小 島 委 員 ７番小島です。１－３から１－８ですが、写真のとおり荒れてしまっていますの

で、よろしくお願いします。 

竹 内 委 員 １７番竹内です。２－１ですが数年前から、原野化しています。 

長 森 会 長 ありがとうございました。筆頭者の説明は只今お聞きいただいた通りでございま

す。本案についてご質問、ご意見はございませんか。 

＊ ありません。 

長 森 会 長 ないようでしたら採決を取ります。本案に賛成の方、挙手をお願いします。 

＊ ≪ 多数、挙手 ≫ 

長 森 会 長 賛成多数ということで、原案通り承認されました。 

続きまして、議案第３１号農用地利用集積計画の承認について、事務局から説明

をお願いします。 

事 務 局 議案第３１号農用地利用集積計画の承認について、説明いたします。議案書のペ

ージは、１６ページから２１ページです。１６、１７ページに集計表を載せており

ます。今回の利用権設定は、貸借によるものが津山地区５件、勝北地区２件、久米

地区７件の合計１４件、所有権移転によるものが津山地区２件です。以上、農用地

利用集積計画の内容は、経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしてい

ると考えられます。 

議案第３１号の説明は以上です。 

長 森 会 長 ありがとうございました。事務局からの説明は只今、お聞きいただいた通りでご

ざいます。本案につきまして何かご質問等、ございませんか。 

＊ ありません。 

長 森 会 長 ないようですので採決に移ります。本案について賛成の方は挙手お願いします。 

＊ ≪ 多数、挙手 ≫ 

長 森 会 長 賛成多数ということで、原案通り承認されました。 

続きまして、議案第３２号農用地利用集積計画の承認について上程いたします。

事務局から説明をお願いします。 

事 務 局 議案第３２号農用地利用集積計画の承認について（農地中間管理権の取得）、を説

明いたします。議案書のページは、２２ページから２８ページです。２２ページに

集計表を載せております。今回の利用権設定は、貸借によるものが、津山地区１２

件、加茂地区１件、勝北地区５件、久米地区６件の合計２４件です。以上、農用地

利用集積計画の内容は、経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしてい

ると考えられます。 

議案第３２号の説明は以上です。 

長 森 会 長 ありがとうございました。事務局からの説明は只今、お聞きいただいた通りでご

ざいます。本案につきまして何かご質問等、ございませんか 

＊ ありません。 

長 森 会 長 ないようですので採決に移ります。本案について賛成の方は挙手お願いします。 

＊ ≪ 多数、挙手 ≫ 

長 森 会 長 賛成多数ということで、議案通り承認されました。 

続きまして、報告第８号農地法第３条の３第１項の規定による届出書の受理につ

いて事務局から説明をお願いします。 

事 務 局 報告第８号について説明します。議案書のページは２９ページから３５ページで

す。今回は、相続によるものが１１件７４筆となっております。また、届出があっ

た農地のうち現況が無断転用または、雑草繁茂だったものにつきましては、適正な

手続きまたは管理をするよう通知しております。その他詳細は議案書のとおりで

す。 

報告第８号の説明は以上です。 
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長 森 会 長 はい、ありがとうございました。 

続きまして、報告第９号農地転用届出書の受理について事務局から説明をお願い

します。 

事 務 局 それでは、報告第９号の説明をいたします。議案書のページで申しますと、３６

ページです。今回は、１件です。 

１－１につきまして、山方の田、2,743㎡のうち115㎡に農業用倉庫、井戸、トイ

レを設けるというものです。なお、申請地は経営基盤強化促進法に基づく利用権の

設定が承認されている農地になります。 

報告第９号の説明は以上です。 

長 森 会 長 ありがとうございました。それでは、議事はここで終わりましたが委員のみなさ

まから、何かございますか。 

＊ ありません。 

長 森 会 長 議案第３３号津山市農業委員会農地利用最適化推進委員委嘱の承認について事務

局、説明お願いします。 

事 務 局 それでは、議案第３３号の説明をいたします。この件は、６月定例会において安

達推進委員の辞任の承認を行ったことに伴い、欠員となる農地利用最適化推進委員

１名の後任を委嘱することについて審議するものです。任期は令和３年８月１日か

ら令和５年７月１９日までとなります。なお、運営委員会において委嘱についてご

協議いただき、承認を受けておりますことを申し添えます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。 

長 森 会 長 事務局からの説明は只今、お聞きいただいた通りでございます。左子さんですが

承認してよろしいでしょうか。賛成の方挙手お願いします。 

＊ ≪ 多数、挙手 ≫ 

長 森 会 長 賛成多数ということで、左子推進委員さんの就任が承認されました。事務局、次

回の開催について説明お願いします。 

事 務 局 事務局から次回の定例会の日程等について連絡させていただきます。 

次回、８月の定例委員会ですが、令和３年８月１０日火曜日午後２時より、市役

所本庁舎２階大会議室で行います。繰り返し申し上げます。次回、８月の定例委員

会ですが、令和３年８月１０日火曜日午後２時より、市役所本庁舎２階大会議室で

行います。 

運営委員会は、午後１時３０分から農業委員会室で行いますので、運営委員さん

におかれましては、市役所本庁舎４階農業委員会室に１時３０分までにお越しくだ

さい。 

また、農業委員会にご出席いただく委員の方において、風邪の症状などの体調不

良の場合は、参加を自粛いただくとともに健康管理の徹底をお願いいたします。加

えて、会場入り口には、手指消毒用の消毒液、体温計、予備のマスクを置いてござ

いますので、ご利用いただきたいと存じます。 

事務局からの連絡は、以上でございます。 

長 森 会 長 ありがとうございました。それではこれを持ちまして定例会の審議を終了いたし

ます。 

                                       （１５：００終了） 
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